
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和６年８月６日（火）午後４時００分～午後５時３０分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ２階 第３会議室 

 

３ 本委員会に出席した委員（１８名） 

農業委員 推進委員 

２番 山岡 知博 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

10番 清水 智也 

11番 中野 義博 

12番 清水 正雄 

13番 大森 雅昭 

14番 石原 孝之 

１番 水島 忠彦 

２番 青嶋 直通 

３番 長井 浩信 

４番 中島 優一 

７番 田中 耕一 

８番 坂藤 正敏 

10番 坂口 洋紀 

 

４ 本委員会に欠席した委員（５名） 

農業委員 推進委員 

３番 弓野 良子 

７番 折谷 秀幸 

５番 寺崎 裕子 

６番 数家 善継 

９番 河端 浩明 

        

５ 説明者   農業委員会  事務局長    平坂 昌美 

事務局長代理  佐渡 譲 

事務局員    山﨑 康治 

 

６ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請の件 

  （２）議案第２号  農地法第４条・５条の規定による許可申請の件 

（３）議案第３号  農用地利用集積計画の決定の件 

（４）議案第４号  農用地利用配分計画の決定の件 

（５）議案第５号  農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域への編入に関する件 

（６）協議事項(１) 農地パトロール（利用状況調査）について 

（７）協議事項(２) 農業委員会活動記録簿の様式の見直しについて 

 

７ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、８月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 



 

会  長  （あいさつ）       

 

会  長  それでは、これより、８月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１３番 大森 雅昭 委員、１４番 石原 孝之 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

   会  長  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

          

   事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」について、ご説 

明いたします。 

 議案書は、１ページをご覧ください。 

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第３条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和６年８月６日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 今回の申請の概要ですが、許可申請件数は２件で、申請面積は１，２５２．００㎡ 

です。 

 続いて、各申請についてご説明いたします。 

 １番 譲受人は朝日町横水○○番地〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇、○○ ○○さんです。 

１番 譲渡人は朝日町東草野○○○番地〇、○○ ○○さんです。 

 申請農地は朝日町泊常福○○○番、地目は田、１筆、合計３３．００㎡です。 

 権利の設定としては、「譲渡人の要望による」となります。 

 弓野良子委員、荒尾和彦委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、泊地区中三浦町地内、譲受人の自宅から約４．４ｋｍ、車で約１０分圏 

内の距離に位置しております。 

         今回の申請の経緯としては、譲受人が所有する農地に接道がないため、道路に面し 

た隣接の車庫の譲渡を申し出たところ、譲渡人から申請地と併せて譲渡の申し出があ 

ったことから、今回の申請に至ったものです。 

         次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は、あさ 

ひ農学舎の農業研修生として、令和４年３月から研修を受けており、令和７年３月に 

任用期間満了を迎えるため、任用期間満了後の耕作地を検討しているところでありま 

す。 

         譲受人が所有する農地が地図上の申請地の右側に隣接しており、今回の申請地と併 

せて、適正に管理・耕作されるものと思われます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は申請地に多目的野菜を栽培する予定としており、 

周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 



 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

        たしているものと思います。 

 

         議案書は１ページをご覧ください。 

 ２番 譲受人は朝日町横水○○番地〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇、○○ ○○さんです。 

２番 譲渡人は入善町下飯野新○○○番地、○○ ○○さんです。 

申請農地は朝日町山崎柳澤○○○○番○、地目は田、１筆、合計１，２１９．００ 

㎡です。 

 権利の設定としては、「譲受人の要望による」となります。 

 弓野良子委員、中野義博委員より、意見書をいただいております。 

 ２ページをご覧ください。 

 申請地は、山崎地区越地内、譲受人の自宅から約２．３ｋｍ、車で約６分圏内の距 

離に位置しております。 

         次に、許可基準についてですが、全部効率利用要件としては、現在譲受人は、申請 

地についても研修として耕作をしており、今後も適正に管理・耕作されるものと思わ 

れます。 

 農作業従事要件については、議案書に記載のとおり、農業従事者がおります。 

 地域調和要件については、譲受人は申請地に多目的野菜を栽培する予定としており、 

        周辺の農地等の農業上の利用や確保に影響は及ぼさないものと思われます。 

 以上のことから、農地法第３条２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満 

        たしているものと思います。 

         議案第１号は以上でございます。 

         よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思います 

         弓野良子委員から意見をいただいておりますが、本日欠席されていることから、意

見書を預かってまいりました。 

         譲受人は、○○○○○○○○の農業研修生として、○○○○○において研修も行っ

ており、独立就農に向けて一所懸命にがんばっておられるため、しっかり農業をやら

れるものと思いますので、問題ないものと思われますとのことです。 

         私のほうからは、事務局から説明のあったとおり、譲受人は、現在、農業研修生と

して農業を学び、将来は、所有地で多目的野菜を栽培し、販売したいという意欲を大

いに持っておられ、適当と判断しました。 

 

   会  長  議案第１号の１番の議案について、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

   会  長  次に、議案第１号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

         弓野良子委員と中野義博委員から意見書をいただいておりますが、弓野良子委員が 

本日欠席されていることから、中野義博委員から意見をお願いいたします。 



 

   中野委員  現在、譲渡人と〇〇〇〇さんが相対契約による利用権を設定されていたが、ハウス

等を整備するということで相談を受けて、譲渡人と譲受人により話合いを行っていた

だき、今回の申請に至ったものであり、適正に管理されるものと思われます。 

 

会  長  議案第１号の２番の議案について、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

清水委員  申請地は山際のため、周辺に有害鳥獣対策は施されているのか。 

 

事 務 局  山沿いには、耐雪型電気柵が設置されている。 

譲受人についても、有害鳥獣対策をしなければならないということは理解されており、

申請地周辺にも簡易電気柵を設置し、有害鳥獣の追払い用の機材の準備を行っており 

ます。 

 

   会  長  その他に、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の２番の議案につきまして申請どおり許可 

        いたします。 

 

  会  長  次に、議案第２号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」を上程いたし 

ます。 

      事務局より説明願います。 

 

事 務 局  ３ページをご覧ください。 

 議案第２号「農地法第４条・５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法 

第４条・５条の規定による許可申請があったので、同法施行令第７条ならびに第１５条 

の規定により意見を求めます。 

 令和６年８月６日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

 議案第２号は、４条関係が１件、５条関係が４件です。 

 

では、議案第２号の１番です。 

         譲受人は、富山市布瀬町南１丁目〇番地○、〇〇 〇さん、譲渡人は、大阪府大阪 

市鶴見区２丁目○番○－○○○○号、〇〇 〇〇さんです。 

 申請地は、朝日町山崎字小池○○〇〇番外１０筆、地目は畑で計１，０４４㎡、転 

用目的は住宅敷地です。 

 中野義博委員より意見書を頂戴しております。 

         申請地につきましては、４ページをご覧ください。 

         当該申請地は、山崎地区の小在池地内の町道越花房線沿いにある山崎新神社からみ 

て東側に位置します。 

         譲受人は、別宅として周囲が自然に囲まれた物件を探しておられたところ、朝日町 



の空き家バンクを通じて当該家屋のことを知り、この度の取得に至りました。 

         現在は富山市に居住しており、物件取得後は定期的に訪問される予定です。 

また、親族にブライダル関係の仕事をされている方がおられ、当該家屋の庭をフォ 

トスポットなどの用途として活用することも考えておられます。 

         本来であれば、当該家屋の建築前に転用許可を得ている必要がありますが、譲渡人 

の先代において手続きがなされておられなかったことから、今回、是正するものであ 

ります。 

         当該申請地における雨水処理は地下浸透であり、既存家屋には台所及び便所に係る 

給排水設備がありますが、令和６年６月に水回りを改修され、くみ取りされていると 

のことで、隣接地には影響がないと認められます。 

         農地区分につきましては、低生産性小集団農地（土地改良事業未実施＋１０ｈａ未 

満）の２種農地と判断します。 

         この案件は、違反転用であり申請人より始末書の提出を受けております。 

 また、朝日町土地改良区の同意での意見書も添付されていることから、本案件は許 

可すべきものと考えます。 

 

         再度、３ページをご覧ください。 

 議案第２号の２番から５番までにつきましては、農用地区域からの除外について、 

４月５日の農業委員会におきまして「異議なし」とご判断いただいたものです。 

また、８月６日を期限として縦覧しております。     

では、議案第２号の２番です。 

         譲受人は、朝日町不動堂○○○番地、○○ ○○さん、譲渡人は、山形県天童市芳 

賀タウン南３丁目○○番○○－○号○○○○○○、○○ ○○さんです。 

         申請地につきましては、５ページ左側をご覧ください。 

         申請地は、大家庄地区不動堂地内で、県道朝日・宇奈月線沿いにあり、農地区分は 

１０ｈａ以上の広がりをみせる第１種農地です。 

朝日町不動堂○○番○、田２４４㎡、現況は雑種地（庭園及び通行用地）です。 

同じく不動堂○○○番○、畑４６２㎡、現況は宅地（農機具収納庫用地）です。 

         青木清美委員より意見書を頂戴しております。 

         譲渡人のすでに亡くなっている父親が、昭和３５年に農家住宅を建築され、昭和４４ 

年から造園工事業を営まれました。 

申請地不動堂○○番○には、庭の一部と家の周りの通路が設置されており、平成２ 

年には申請地不動堂○○○番○に造園工事用資機材や農機具等を収納する倉庫を建 

築しています。 

         一方、譲受人である○○○○さんは、令和３年に申請地から２００ｍのところに事 

務所を構える農業法人を事業継承されました。 

会社の農機具の収納場所の不足を感じていたところ、知人から農作業場等のある農 

家住宅の売却の話を聞き、譲渡人に売買を打診したところ、承諾され、今回の申請に 

至りました。 

 農機具用収納庫は、自身の会社に賃貸契約する予定です。 

         当該申請地は、既に違反転用の状態であり、譲渡人及び譲受人からは始末書の提出 



を受けています。 

         当該申請地は、引続き、庭の一部及び通路、そして農機具用収納庫と建物の周辺ス 

ペースとして使用され、転用面積７０６㎡は妥当な面積であると考えます。 

 申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地でありますが、転用目的 

が「申請地に代えて周辺の他の土地を提供することにより事業の目的を達成できると 

は認められない」こと、農業上の効率かつ総合的な理由に支障を及ぼすおそれがない 

ことなどから、やむを得ず転用許可は可能と判断されるものと認識しております。 

 

３ページをご覧ください。 

         続きまして、議案第２号の３番です。 

         譲受人は、入善町入膳○○○番○○○○ ○○○○○○○、○○ ○○さん、譲渡

人は、黒部市植木○○○番地○○、○○ ○○さんです。 

         申請地は、朝日町大屋新○○地、地目は田、現況は雑種地、面積６３０㎡です。 

         農地区分は、住宅用地等の連たんしている土地に近接＋１０ｈａ未満である第２種

農地、転用目的は「一般住宅敷地」であり、現状は、埋め立てられた状態（違反転用）

にあります。 

         荒尾和彦委員より意見書を頂戴しております。 

         申請地につきましては、５ページ右側をご覧ください。 

         申請地は、泊二区の大屋新地内であり、松寿町内の北側にあります。 

 譲渡人は、現在黒部市に住んでおり、仕事が忙しいことなどから申請地の維持管 

理が難しいと考えており、土地を整理したいと考えておられました。 

         一方、譲受人は県外出身であり、都会に住んでいたことから自然豊かな環境に住

みたいという憧れをもっていた折、朝日町を紹介している本を読んで感銘を受けら

れ、朝日町に住みたいと思うようになられました。 

         子どもがアレルギー体質であることから、密集した住宅街を避けて風通しがよく、

小学校や医療機関が近い場所を探していたところ、申請地を紹介されました。 

現地を訪れて安心して子育てできる環境であり、「是非この地に住みたい」と譲

渡人に売買を打診したところ、承諾され、今回の申請に至りました。 

当該申請地は、既に違反転用の状態であり、譲渡人からは始末書の提出を受けて 

います。 

当該申請地は、居宅１６１㎡、庭の一部及び通路１９１㎡、駐車スペース約９０ 

㎡、そしてアレルギー体質の子供のために無農薬野菜を食べさせるための家庭菜園 

スペース１５０㎡として使用予定とのことであります。 

転用目的が「申請地に代えて周辺の他の土地を提供することにより事業の目的を 

達成できるとは認められない」こと、農業上の効率かつ総合的な理由に支障を及ぼ 

すおそれがないことなどから、やむを得ず許可は可能と判断されるものと認識して 

おります。 

  

         ３ページをご覧ください。 

         続きまして、議案第２号の４番及び５番です。 

         ４番は、４条の案件です。 



         申請者は、朝日町です。 

         申請地は、朝日町浜草野１７番外１筆、地目は２筆とも田で、計２，４３１．００ 

㎡です。 

         次に、５番は、５条の案件です。 

         譲渡人は、朝日町笹川１１５２番地、○○○○さん外４名です。 

         申請地は、朝日町浜草野○○番外５筆、地目は６筆とも田で、計８，５７２．００ 

㎡です。 

         ４番及び５番の申請地を合計しますと、総面積１１，００３．００㎡となります。 

         転用目的は、工業用地整備です。 

         荒尾和彦委員より意見書を頂戴しております。 

         農地区分は、住宅用地等の連たんしている土地に近接＋１０ｈａ未満の第２種農地 

であります。 

         申請地につきましては、６ページをご覧ください。 

         申請地は松寿町の北側で、２級河川寺川に隣接をしており、申請地の北は、大屋海 

岸となっております。 

         朝日町では、第５次総合計画に基づき、企業誘致を重要施策と位置づけ、積極的な 

誘致ＰＲを展開しており、誘致促進を行ってきているところです。 

         今般、事業展開を望む企業は、ウニの畜養加工を目的としており、海水を採取して 

の畜養をメインとしていることから、沿岸部に近く海水の取水が可能かつ容易な場所 

で、一定規模の面積確保を進出条件としておられます。 

         当該企業は全国的に深刻化する「磯焼け」の要因の１つであるウニを駆除し、海水 

を採取した水槽の中で企業の独自技術によりそのウニを陸上畜養する実績がある会 

社であり、朝日町を含め富山県内周辺の海岸に生息するウニの状況を鑑み、申請地が 

最適地であると判断されました。 

町としましては、朝日町の漁業や企業誘致の観点から、申請地に町の土地があった 

こと、申請地の土地所有者さんに理解を得られたことから、企業誘致の一環として工 

場建設敷地の造成を行うこととし、このたびの申請に至りました。 

         申請地は、住宅用地等の連たんしている土地に近接＋１０ｈａ未満の第２種農地で 

あります。 

転用目的が「水産動植物の養殖用施設」ということで許可基準を満たしております。 

造成地の雨水排水につきましては、既設用水路・排水路に流入後、敷地北西側の合 

流桝よりヒューム管を通じて県２級河川である寺川へ排水する計画であり、排水量及 

び流下能力については計算を行い、十分な能力を有していることが確認されたことか 

ら直接放流とするものであります。 

         以上、第４条及び第５条の規定による許可申請の件として、５件、田１０筆、畑１ 

２筆、合計１３，３８３．００㎡となります。 

         よろしくお願いいたします。 

 

会  長  議案第２号の１番の議案につきまして、審議したいと思います。 

 中野義博委員が意見書を添付しておりますので、報告願います。 

 



   中野委員  申請地については、洋風の家屋があり、結婚式のスタジオにも使用される予定と伺

っています。 

         申請については、特段問題ないものと思われます。 

 

   会  長  議案第２号の１番の議案につきまして、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

   会  長  家屋に対して敷地が相当広いと思われますが、家屋の残りの敷地は何か。 

 

   事 務 局  現在、庭となっています。 

 

   会  長  その他に、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の１番の議案につきまして、申請どおり県

へ進達いたします。 

 

   会  長  次に、議案第２号の２番の議案につきまして、審議したいと思います。 

         青木清美委員が意見書を添付しておりますので、報告願います。 

 

   青木委員  譲受人については、申請地から本人が代表取締役を務める農業法人の事務所が近く 

にあるとともに、農機具を格納できる建物もあるため、農作業の効率化にも繋がるこ 

とから、特段問題ないものと思われます。 

 

会  長  議案第２号の２番の議案につきまして、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の２番の議案につきまして、申請どおり県

へ進達いたします。 

 

   会  長  次に、議案第２号の３番の議案につきまして、審議したいと思います。 

         意見書を提出している私から意見を述べさせていただきます。 

 

   会  長  申請地は、平成２年度に基盤整備事業が竣工された第１種農地でありますが、その 

後間もなく、転用申請されずに、資材置場として三十数年間使用し、本年４月５日に 

農振除外申請があった農地であります。 

 申請地に隣接する農地について、１面は、防草シートが敷設された保全管理地とな 

っていることや、もう１面は、耕作されており、コンクリート畦畔となっていること 

から、特段影響はないものと思われます。 

 排水は公共下水道に接続し、隣接地への土砂の流出がないように擁壁を設け、雨は 

自然浸透又は簡易排水設備排水路へ放流するなど計画されていることから、目的及び計

画の実現性には、特に問題なく、この申請については、適当と判断いたしました。 

 



会  長  議案第２号の３番の議案につきまして、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の３番の議案につきまして、申請どおり県

へ進達いたします。 

 

   会  長  次に、議案第２号の４番及び５番の議案につきまして、審議したいと思います。 

         意見書を提出している私から意見を述べさせていただきます。 

 

   会  長  事務局から説明のあったとおりですが、申請地については、第１種農地ではありま

すが、水産物畜養施設を建設するに当たり、農振除外申請を経て転用申請を行うもの

であり問題はなく、また、ほ場区画の最下流側に位置し、四方が農道で囲まれており、

隣接する農地がなく、他の農地への影響はないものと思われます。 

 申請の計画では、第５次朝日町総合計画に記載されている雇用の創出や地域活性化 

のための企業誘致に基づく工業用地の造成であり、排水は公共下水道へ接続し、騒音 

は騒音規制法及び富山県公害防止条例を遵守し、雨水は日雨量確率年を用いて計画さ 

れていることなどから、目的及び計画の実現性には、特に問題なく、この申請につい 

ては、適当と判断いたしました。 

 

会  長  議案第２号の４番及び５番の議案につきまして、皆様からご意見及びご異議はあり

ませんか。 

 

水島委員  誘致する工場については、海水を使用するのか。 

 

会  長  サラシ川から海水を取水する計画となっている。 

排水については、寺川を計画しているが、寺川に直接海水を排水するわけではなく、

ヒューム管等を通して海に排水するとのことです。 

 

会  長  その他に、皆様からご意見及びご異議はありませんか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第２号の４番及び５番の議案につきまして、申請

どおり県へ進達いたします。 

 

会  長  次に、議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第４号「農用地利用配 

分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、７ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   



         続いて、１１ページをご覧ください。 

         議案第４号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

         今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるもののみの構成となっております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         農地中間管理事業の集積計画についてご説明いたします。 

         ９ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は３件となり、 

        田：４筆：３，８６７．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         続きまして、１０ページをご覧ください。 

         こちらは、農地中間管理事業にかかる集積計画の利用権設定状況の内訳です。 

         ６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、１件、３７４．００㎡、新規設定とな 

っております。 

１０年以上の借り手及び貸し手が、２件、３，４９３．００㎡、全てが再設定とな 

っております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計各３件、３，８６７．００㎡のうち、借り手は全て公社になっ 

ております。 

         町外の貸し手は、１件、３７４．００㎡となり、残りの町内各地区分は、表のとお

りとなっております。  

 続けて配分計画についてですが、１３ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は１０件となり、 

        田：２５筆：２３，３４０．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         今回の申請の中には、耕作者変更に係る申請として、再配分が７件含まれておりま

す。 

         次に、１４ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

３年未満の借り手及び貸し手が、４件、１１，８４７．００㎡、全てが再設定とな 

っております。 

３年以上６年未満の借り手及び貸し手が、１件、４，１３９．００㎡、再設定とな 

        っております。 

６年以上１０年未満の借り手及び貸し手が、３件、３，８６１．００㎡、うち再設 

定を含む申請が、２件、３，４８７．００㎡となっております。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、２件、３，４９３．００㎡、全てが再設定とな 

っております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各１０件、２３，３４０．００㎡のうち、貸し手は全て公社 

になっております。 

         町外の借り手は、０件、０．００㎡、全て町内の方で、町内各地区分は、表のとお 

りとなっております。 

 議案第３号及び第４号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 



   会  長  ただ今、説明のありました議案第３号及び議案第４号の議案につきまして、審議し 

たいと思います。 

         議案第４号において、当事者である○○○○委員がおられますので、案件を分けて 

審議を行います。 

まずは、１３ページの議案第４号１８９番及び１９０番の案件について審議したい 

と思います。 

 当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

 

 （○○委員 退席） 

  

    会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         １０ページの議案第４号１８９番及び１９０番の案件について、ご意見及びご異議 

はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

 

   会  長  それでは、今ほどの当事者の案件以外の議案第３号及び議案第４号の案件について 

審議したいと思います。 

ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

 会  長  次に、議案第５号「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域への編入 

に関する件」を上程いたします。 

      事務局より説明願います。 

 

   会  長  議案第５号「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域への編入に関

する件」、次のとおり農用地区域への編入願があり、農業振興地域の整備に関する

法律施行規則第３条の２の規定に基づき、朝日町長から意見を求められております

ので、審査願います。 

         令和６年８月６日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 



今回の編入につきましては、泊地区の平柳地内、五箇庄地区の月山地内において

実施計画されている県営農地整備事業（平柳地区）に賛同するにあたり、編入願が

提出されたものであります。 

さらに、泊地区の横尾地内外において実施計画されている県営農地整備事業（泊

東部北地区）に賛同するにあたり、編入願が提出されたものであります。 

         いずれの地区の事業も、国の補助金等を活用して基盤整備事業を実施するにあた

っては、その農地等が農業振興計画に位置付けられた農用地区域になっていること

が要件であることから、今回の編入申請に至ったものであります。 

 位置については、１６ページ及び２２ページをご覧ください。 

 平柳地区につきましては、国道８号から北陸自動車道を越えたあたりまでに位置 

します。 

         泊東部北地区につきましては、県道入善朝日線とあいの風とやま鉄道の間、西側

は木流川までに位置しております。 

         いずれの現地も、狭小で変形田であり、朝日町の農業振興地域整備計画策定時か 

ら今日まで農用地から除外されていたものでありますが、このたびの基盤整備事業 

の対象となったものであります。 

         １０ｈａ以上の広がりのある農地の一部であり、農振法に定める整備計画の基準 

に該当するものであり、編入は問題ないと思います。 

         以上、農用地区域への編入に関する件といたしまして、２件、田４９８筆、畑６ 

筆、宅地２筆、原野１筆、山林１筆、用悪水路１筆、合計１６２，５２４．９０㎡ 

となります。 

         よろしくお願いいたします。 

 

   会  長  議案第５号の案件について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、当委員会からは異議なしで、町に対し報告をいたしま 

す。 

 

   会  長  次に、協議事項(１)として、「農地パトロール（利用状況調査）について」を上程

いたします。 

事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  「農地パトロール（利用状況調査）について」、資料に基づき説明 

 

   会  長  ただ今、説明のあったことにつきまして、ご意見等はありませんか。 

 

         （意見等なし） 

 

   会  長  次に、協議事項(２)として、「農業委員会活動記録簿の様式の見直しについて」を 



        上程いたします。 

事務局より説明願います。 

 

   事 務 局  農業委員会活動記録簿の様式について、先般、荒尾会長より、委員の負担軽減のた 

め、記入方法を簡素化した自治体の独自様式を参照して見直しを行ってはどうかとの 

提案を受けて、この度、見直し案を作成いたしました。 

         「農業委員会活動記録簿の様式の見直しについて」、資料に基づき説明 

         今回提示した見直し案について、ご意見等をいただきたいと考えております。 

 

会  長  ただ今、説明のあったことにつきまして、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

中野委員  片面印刷であれば、裏面に特記事項を記入できるようにしてはどうか。 

 

   会  長  それでは、農業委員会活動記録簿の様式について、見直し案に移行することでよろ

しいですか。 

 

         （全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、見直し案に移行するこ 

とといたします。 

 

   事 務 局  原則、見直し案に移行することといたしますが、現行様式のほうが書きやすい方は、 

そのまま使用していただいても構いません。 

 新様式の準備ができ次第、送付いたしますので、それまでの間は、現行様式を使用 

してください。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…９月４日（水）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして８月の農業委員会定例 

会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時３０分に閉会する。 



 

 

この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 
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